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戸田市の契約における契約の保証に関する取扱要領 

平成３１年１月１０日市長決裁 

（趣旨） 

第１条 この要領は、戸田市契約規則（平成元年規則第１４号。以下「規則」

という。）第２８条から第３１条までに定める契約保証金の納付、契約保証

金に代わる担保の提供並びに履行保証保険及び公共工事履行保証による保証

（以下「契約の保証」という。）の取扱い等に関して必要な事項を定めるも

のとする。 

（契約の保証の目的） 

第２条 契約の保証は、契約上の義務の完全な履行の担保及び損害の補てんを

目的とし、市と契約を締結する者（以下「契約の相手方」という。）の債務

の不履行等により契約が解除された場合は、違約金に充当するものとする。 

 （契約保証金の納付） 

第３条 契約を所管する所属長（以下「所管課長」という。）は、規則第２８

条第３項の規定により契約保証金の納付が免除される場合を除き、契約の相

手方に契約保証金を納付させなければならない。ただし、契約保証金の納付

は、規則第２９条に定める担保の提供をもって代えることができる。 

（契約保証金の額） 

第４条 契約保証金の額は、契約金額（取引に係る消費税及び地方消費税の額

を含む。以下同じ。）の１００分の１０以上（低入札価格調査を経て契約を

締結する場合において、契約保証金の額を契約金額の１００分の２０以上と

する条件を付したときは、１００分の２０以上。以下同じ。）とする。 

（契約保証金に代える担保の金額） 

第５条 国債、地方債、鉄道債券その他の政府の保証のある証券、銀行等が振

出し、若しくは支払保証をした小切手、銀行等が引受け、保証若しくは裏書

きをした手形又は銀行等に対する定期預金債権（以下「国債等の有価証券」

という。）の金額（規則第３０条に定めるそれぞれの担保の価値に応じて算

出した金額）は、契約金額の１００分の１０以上とする。 

２ 銀行等の保証（銀行等が保証を引き受け、保証額に応じて契約の相手方の

債務不履行による違約金の支払いを保証するもの。）又は前払金保証事業会

社の保証（前払金保証事業会社が契約の相手方の債務不履行による違約金の

支払いを契約に応じて保証するもの。）の金額は、契約金額の１００分の１

０以上とする。 

 （契約保証金の免除） 

第６条 規則第２８条第３項第１号に定める履行保証保険契約（契約の相手方

が保険会社との間に市を被保険者とする履行保証保険契約を締結し、契約の

相手方の債務不履行時においては、保険会社が市に保険金を支払うもの。）

は、契約金額の１００分の１０以上の額を保証し、定額てん補特約が付帯さ

れたものとする。 

２ 規則第２８条第３項第２号に定める公共工事履行保証契約（契約の相手方

から保証委託を受けた保険会社等との間で市を債権者とする公共工事履行保

証契約を締結し、契約上の債務の履行について金銭的保証又は役務的保証を

受けるもの。）は、契約金額の１００分の１０以上の額を保証するものとす

る。ただし、役務的保証については、代替履行業者に契約の相手方の権利及
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び義務を承継させるため、契約不適合保証特約が付帯されたものに限る。 

３ 規則第２８条第３項第３号に定める履行実績に係る契約保証金の免除の規

定については、建設工事の請負の契約並びに低入札価格調査制度の対象とな

る建設工事に係る設計、調査及び測量の業務等の委託の契約には適用しない

ものとする。 

４ 規則第２８条第３項第４号に定める契約金額が少額であるときとは、契約

金額が５００万円に満たない契約を締結するときとする。ただし、契約の相

手方が契約を履行しないこととなるおそれがないと認められないときは、同

項の規定を適用しないものとする。 

５ 規則第２８条第３項第４号に定める契約の相手方が契約の履行をしないこ

ととなるおそれがないときとは、次の各号のいずれかに該当するときとする。 

(1) 法令に基づき延納が認められる場合において、確実な担保が提供された

とき。 

(2) 物品を売り払う契約を締結する場合において、売却代金が即納されると

き。 

(3) 地方自治法施行令（昭和２２年政令第１６号）第１６７条の２第１項の

規定により随意契約を締結する場合において、契約の相手方が過去２年の

間に国又は地方公共団体と種類及び規模をほぼ同じくする契約を２回以

上にわたって締結し、これらをすべて、誠実に履行したとき。 

(4) 地方自治法施行令第１６７条の５若しくは同令第１６７条の１１に規

定する資格を有する者と契約を締結する場合、又は同令第１６７条の２第

１項の規定により随意契約を締結する場合において、契約の相手方が過去

５年の間に市と種類及び規模をほぼ同じくする契約を締結し、これを誠実

に履行したとき。 

(5) 電気、ガス若しくは水の供給若しくは電気通信役務の提供を受ける契

約、不動産を借りる契約、弁護士等への委任の契約、試験、研究等の委託

の契約又は損失補償の契約を締結するとき。 

(6) 前各号に掲げるもののほか、市長が特に必要と認めるとき。 

６ 前項の規定にかかわらず、建設工事の請負の契約並びに低入札価格調査制

度の対象となる建設工事に係る設計、調査及び測量の業務等の委託の契約を

締結する場合は、同項第３号及び第４号は適用しないものとする。 

（契約の保証の方法） 

第７条 所管課長は、契約の保証を求める場合において、契約の相手方を決定

したときは、契約の相手方に対し、契約の保証の方法を確認するものとし、

必要に応じて、契約の保証に関する届出書（第１号様式）の提出を求めるも

のとする。 

２ 所管課長は、契約の相手方が契約保証金の納付を選択するときは、納付期

限が契約予定日以前であることを確認するとともに、契約の相手方に契約保

証金納付書（規則第３号様式）を交付し、指定金融機関（戸田市役所出張所

を除く。）又は収納代理金融機関において納付させるものとする。 

３ 所管課長は、契約の相手方が国債等の有価証券の提供を選択するときは、

納付期限が契約予定日以前であることを確認するとともに、契約の相手方に

保管有価証券納付書（戸田市会計に関する帳票の様式を定める規程第４３号

様式）を交付し、会計課において納付させるものとする。 
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４ 所管課長は、契約の相手方が銀行等若しくは前払金保証事業会社による保

証又は履行保証保険若しくは公共工事履行保証証券による保証を選択する場

合において、契約の相手方から契約の保証の手続きに用いる契約事項の決定

に係る書類を請求されたときは、契約事項決定通知書（第２号様式）を交付

するものとする。 

 （小切手等の確認） 

第８条 所管課長は、前条第３項の規定により、契約の相手方に国債等の有価

証券を納付させる場合において、銀行等が振出し、又は支払保証をした小切

手を納付させるときは、次に掲げる事項を確認するものとする。 

 (1) 振出人及び支払人が同一の銀行等であること又は支払人が支払保証を

した銀行等と同一の銀行等であること。 

 (2) 支払人が東京手形交換所加盟の銀行等であること。 

 (3) 支払地（支払人の住所）が戸田市内であること。 

 (4) 支払いの方法が持参人払式であること。 

 (5) 契約期間が支払呈示期間（振出の日から起算して１１日）経過後６月以

内であること。ただし、銀行等が支払保証をした小切手の場合は、支払呈

示期間経過後１年以内であること。 

２ 所管課長は、前条第３項の規定により、契約の相手方に国債等の有価証券

を納付させる場合において、銀行等が引受け、保証又は裏書きをした手形を

納付させるときは、次に掲げる事項を確認するものとする。 

 (1) 銀行等の引受け若しくは保証があること又は銀行等の裏書があり、かつ

裏書が振出の日から連続していること。 

 (2) 支払地（支払人の住所）が戸田市内であること。 

 (3) 手形金額に応じた収入印紙が貼付してあること。 

 (4) 契約期間が支払期日の翌日から起算して１年以内であること。 

３ 所管課長は、前条第３項の規定により、契約の相手方に国債等の有価証券

を納付させる場合において、銀行等に対する定期預金債権に係る証書を納付

させるときは、当該債権に質権が設定されていること及び当該債権に係る債

務者である銀行等の承諾を証する確定日付のある書面が添付されていること

を確認するものとする。 

 （契約書の記載） 

第９条 所管課長は、契約書を作成する場合において、契約保証金の納付、契

約保証金に代わる担保の提供又は履行保証保険若しくは公共工事履行保証に

よる保証を受けるときは、契約の保証が契約金額の１００分の１０以上であ

る旨を契約書の契約保証金の欄に記載するものとする。 

２ 所管課長は、契約書を作成する場合において、規則第２８条第３項第３号

から第５号までの規定により契約保証金の納付を免除するときは、その旨を

契約書の契約保証金の欄に記載するものとする。 

３ 所管課長は、契約の保証を求める契約の変更を行う場合において、契約の

保証の額を変更するときは、契約の保証が変更後の契約金額の１００分の１

０以上である旨を変更契約書の契約保証金の欄に記載するものとし、契約の

保証の額を変更しないときは、契約の保証が原契約金額の１００分の１０以

上である旨を変更契約書の契約保証金の欄に記載するものとする。 

（契約締結時の取扱い） 
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第１０条 所管課長は、契約の保証を求めるときは、契約の相手方に対し、記

名押印した契約書とともに契約の保証の方法に応じて次に掲げる書類を提出

させるものとする。 

(1) 契約保証金の納付 契約保証金領収書の写し 

(2) 国債等の有価証券の提供 保管有価証券預り証（戸田市会計に関する帳

票の様式を定める規程第４５号様式）の写し 

(3) 銀行等の保証 保証書 

(4) 前払金保証事業会社の保証 保証証書 

(5) 履行保証保険による保証 保険証券 

(6) 公共工事履行保証による保証 保証証券 

２ 所管課長は、緊急時の災害復旧工事等において、契約締結時に前項に定め

る書類を提出させることが困難なときは、契約締結後、速やかに当該書類を

提出させるものとする。 

３ 所管課長は、第１項第３号から第６号による契約の保証を受けるときは、

契約の相手方に保証書等に付帯される約款等を併せて提出させ、次に掲げる

事項を確認するものとする。 

 (1) 名宛人、被保険者又は債権者が戸田市長であること。 

 (2) 保証委託者、保険契約者又は債務者が契約の相手方であること。 

 (3) 保証人又は保険者の名称、代表者の記載及び代表者印の押印があるこ

と。 

 (4) 保証金額又は保険金額が契約金額の１００分の１０以上であること。 

 (5) 保証又は保険の対象件名が締結する契約の件名と同一であること。 

 (6) 保証又は保険の内容が契約の債務不履行による損害金等の支払であること。 

 (7) 保証又は保険の期間が契約期間を含むものであること。 

 (8) 債務不履行時における保証金又は保険金の請求方法が明らかであるこ

と。 

４ 所管課長は、第１項第３号又は第４号による契約の保証を受けるときは、

保証債務の履行請求期限が保証期間経過後６月以上確保されていることを確

認するものとする。 

５ 所管課長は、提出された書類を確認した後、当該書類（会計課から後日送

付される契約保証金領収済通知書を含む。）を契約書に添付し、又は専用の

ファイル等に綴り保管するものとする（以下、提出された書類の保管につい

ては、同じ。）。 

６ 契約の相手方は、第１項第４号に掲げる保証証書の書類による提出に代え

て、電子情報処理組織を使用する方法その他の情報通信の技術を利用する方

法であって、当該保証契約の相手方である前払金保証事業会社が定め、市長

が認めた措置を講ずることができる。この場合において、契約の相手方は、

当該前払金保証事業会社の保証証書を書類により提出したものとみなす（以

下、第１１条第３項第２号、第１２条第３項第２号及び第１３条第３項第２

号における変更保証証書の書類による提出については、同じ。）。 

（増額変更時の取扱い） 

第１１条 所管課長は、契約の保証を求める契約の変更を行う場合において、

契約変更による契約金額の増額が原契約金額の３割を超え、かつ、契約変更

後の契約期間が変更契約締結日より１月以上あるときは、契約の相手方に対
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し、契約の保証が変更後の契約金額の１００分の１０以上となるよう請求す

るものとする。 

２ 所管課長は、契約の相手方が契約保証金の納付又は国債等の有価証券の提

供を選択しているときは、記名押印した変更契約書とともに契約金額の増額

に係る契約保証金の納付又は国債等の有価証券の提供について、第７条第２

項及び第３項の規定を準用するものとする。 

３ 所管課長は、契約の相手方が銀行等若しくは前払金保証事業会社による保

証又は履行保証保険若しくは公共工事履行保証証券による保証を選択してい

るときは、契約の相手方に契約金額の増額に係る保証の額の増額変更につい

ての手続きを行わせ、記名押印した変更契約書とともに契約の保証の方法に

応じて次に掲げる書類を提出させるものとする。 

(1) 銀行等の保証 保証内容変更契約書又は変更保証書 

(2) 前払金保証事業会社の保証 変更保証証書 

(3) 履行保証保険による保証 異動承認書 

(4) 公共工事履行保証証券による保証 異動承認書 

（減額変更時の取扱い） 

第１２条 所管課長は、契約変更により契約金額が減額する場合において、契

約の保証の減額を認めるときは、契約の相手方に契約の保証が変更後の契約

金額の１００分の１０以上の金額に保たれる範囲での減額変更を行わせるこ

とができる。ただし、履行保証保険による保証の場合は、減額変更を行うこ

とができない。 

２ 所管課長は、契約の相手方が契約保証金の納付又は国債等の有価証券の提

供を選択しているときは、契約金額の減額に係る契約保証金又は国債等の有

価証券の還付について、第１４条の規定を準用するものとする。 

３ 所管課長は、契約の相手方が銀行等若しくは前払金保証事業会社による保

証又は公共工事履行保証証券による保証を選択しているときは、変更契約の

締結後、契約の相手方に保証契約内容変更承認書（第３号様式）を交付し、

契約金額の減額に係る契約の保証の減額変更についての手続きを行わせ、契

約の保証の方法に応じて次に掲げる書類を提出させるものとする。 

(1) 銀行等の保証 保証内容変更契約書又は変更保証書 

(2) 前払金保証事業会社の保証 変更保証証書 

(3) 公共工事履行保証証券による保証 異動承認書 

（契約期間変更時の取扱い） 

第１３条 所管課長は、契約金額の変更を伴わない契約期間の延長を行おうと

する場合において、契約の保証の期間が変更後の契約期間を含まないときは、

契約の相手方に対し、契約の保証の期間が変更後の契約期間を含むように変

更することを請求するものとする。 

２ 前項の規定にかかわらず、契約の相手方が契約保証金の納付又は国債等の

有価証券の提供を選択しているときは、契約の保証の期間は変更後の契約期

間と同一のものとなることから、契約変更の手続きのみを行うものとする。

ただし、契約期間の延長により、国債等の有価証券に係る請求権が時効に罹

るときは、時効の中断に係る手続きを行うものとする。 

３ 所管課長は、契約の相手方が銀行等又は前払金保証事業会社による保証を

選択しているときは、契約の相手方に契約期間の変更が生じた旨を銀行等又
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は前払金保証事業会社に通知させるものとし、記名押印した変更契約書とと

もに契約の保証の方法に応じて次に掲げる書類を提出させるものとする。た

だし、契約の相手方が契約期間の延長を前払金保証事業会社に通知すること

により、保証期間の変更が自動的に認められ、変更保証証書の発行が省略さ

れることが当該保証の約款等に定められているときは、変更保証証書の提出

を求めないものとする。 

(1) 銀行等の保証 保証内容変更契約書又は変更保証書 

(2) 前払金保証事業会社の保証 変更保証証書 

４ 所管課長は、契約の相手方が履行保証保険による保証を選択している場合

において、当該保証に保険期間の終期に関する特約条項が付帯されていると

きは、契約の相手方に契約期間の変更に係る保証の期間の変更の手続きを行

わせ、記名押印した変更契約書とともに異動承認書を提出させるものとし、

当該保証に保険期間の終期に関する特約条項が付帯されていないときは、保

険期間は契約の履行まで存することから、異動承認書の提出を求めないもの

とする。 

５ 所管課長は、契約の相手方が公共工事履行保証証券による保証を選択して

いるときは、契約の相手方に契約期間の変更に係る保証の期間の変更につい

ての手続きを行わせ、記名押印した変更契約書とともに異動承認書を提出さ

せるものとする。 

６ 所管課長は、契約金額の変更を伴わない契約期間を短縮する変更を行おう

とする場合は、契約の相手方に対し、契約の保証の期間が変更後の契約期間

を含む範囲での短縮を請求させることができるものとし、その取り扱いにつ

いては、前３項の規定を準用するものとする。 

（契約履行時の取扱い） 

第１４条 所管課長は、契約の履行を確認した場合において、契約の相手方が

契約保証金の納付を選択しているときは、契約の相手方に対し、契約金額の

請求と同時に、契約保証金還付請求書（規則第４号様式）により契約保証金

の還付を請求させるものとする。当該請求後、所管課長は、次に掲げる書類

を確認し、契約の相手方から指定された金融機関口座への振込による支出手

続きを行うものとし、当該支出手続きの完了後、契約の相手方に契約保証金

還付領収書（規則第４号様式）の提出を求めるものとする。 

 (1) 契約保証金還付請求書 

 (2) 口座振込払依頼書 

 (3) 工事検査証 

 (4) 契約書 

 (5) 契約保証金領収書の写し及び契約保証金領収済通知書 

２ 所管課長は、契約の履行を確認した場合において、契約の相手方が国債等

の有価証券の提供を選択しているときは、契約の相手方に対し、契約金額の

請求と同時に、保管有価証券還付請求書（戸田市会計に関する帳票の様式を

定める規程第４４号様式）により国債等の有価証券の還付を請求させるもの

とし、当該請求後、次に掲げる書類を確認し、会計管理者から国債等の有価

証券の還付を行うものとする。 

 (1) 保管有価証券還付請求書 

 (2) 工事検査証 
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 (3) 契約書 

 (4) 保管有価証券預り証の写し 

３ 所管課長は、契約の履行を確認した場合において、契約の相手方が銀行等

の保証を選択しているときは、受領書（第４号様式）と引き替えに、保管し

ている保証書を契約の相手方を通じて銀行等に返還するものとする。ただし、

保証書の返還に際しては、あらかじめ保証書の写しをとり、当該保証書の写

しを契約書へ添付し、保存するものとする。 

４ 所管課長は、契約の履行を確認した場合において、契約の相手方が前払金

保証事業会社の保証又は履行保証保険若しくは公共工事履行保証証券による

保証を選択しているときは、契約の相手方の契約の債務の履行により当該保

証は自動的に消滅することから、契約保証証書又は保険証券若しくは保証証

券の返還は行わないものとする。 

（債務不履行等発生時の取扱い） 

第１５条 所管課長は、契約の相手方の債務の不履行等により契約が解除され

た場合、又は履行遅滞により違約金を徴収する場合における取扱いについて

は、戸田市建設工事における契約解除等事務取扱要領（平成２７年３月２０

日市長決裁）によるものとする。 

 （契約保証金に代わる担保の取扱い） 

第１６条 契約保証金に代える担保としての国債等の有価証券については、そ

の保管体制及び換金手続きに係る事務の負担等を踏まえ、国債等の有価証券

による担保寄託の取扱いは、これを行わないように努めるものとする。 

（役務的保証の取扱い） 

第１７条 所管課長は、契約の相手方の契約債務の不履行等により契約が解除

された場合において、契約対象物の供用開始時期等から、市自らが残契約の

発注を行うことが困難なとき等に限り、公共工事履行保証証券による役務的

保証を求めることができる。ただし、役務的保証を求める場合は，事前に総

務部管財入札課長と協議するものとし、その付保割合は１００分の３０以上

とする。 

（債権譲渡と契約の保証の関係） 

第１８条 所管課長は、契約の相手方が銀行等若しくは前払金保証事業会社に

よる保証、又は履行保証保険若しくは公共工事履行保証証券による保証を選

択している場合において、契約の相手方が市の承諾する債権譲渡を行ったと

きは、遅滞なくその事実を銀行等、前払金保証事業会社、保険会社等の契約

の保証を行う機関に通知するものとする。 

（契約の保証の対象とならないもの） 

第１９条 契約の相手方が銀行等若しくは前払金保証事業会社による保証又は

履行保証保険若しくは公共工事履行保証証券による保証を選択している場合

において、債務不履行を事由としない契約の解除（役員等が暴力団員等であ

ると認められるとき、役員等が談合容疑で逮捕されたとき等）を行ったとき

は、当該契約の保証を違約金に充当することはできない。 

（その他） 

第２０条 この要領に定めるもののほか必要な事項は、市長が別に定める。 

２ 事務の参考に、別紙「戸田市の契約における契約保証取扱フロー」を添付

する。 
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附 則 

 この要領は、平成３１年１月１０日から施行する。 

附 則 

 この要領は、令和３年４月１日から施行する。 

附 則 

 この要綱は、令和６年４月１日から施行し、同日以後になされる契約につい

て適用する。
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別紙 

戸田市の契約における契約の保証取扱フロー 

【対象となる契約】 

市が発注する契約で、一般競争入札、指名競争入札、随意契約、せり売りの方法によって締結するすべてのもの。 

 

 

□ 契約金額(消費税等含む)が５００万円未満で、契約を履行しないこととなるおそれがないと認められるとき。 

 

 

 

 

□ 一般競争入札及び指名競争入札の参加者と契約を締結する場合で、契約の相手方が過去２年間に国又は地方

公共団体と種類及び規模をほぼ同じくする契約を２回以上にわたって締結し、これらをすべて誠実に履行し、

かつ、契約を履行しないこととなるおそれがないと認められるとき。※ 

□ 国、地方公共団体その他公共団体又は地方公社と契約を締結するとき。 

□ 法令に基づき延納が認められる場合(市の普通財産の譲渡)において、確実な担保が提供されたとき。 

□ 物品を売り払う契約を締結する場合において、落札決定後等、直ちに売却代金が納付されるとき。 

□ 随意契約を締結する場合で、契約の相手方が過去２年間に国又は地方公共団体と種類及び規模をほぼ同じく

する契約を２回以上にわたって締結し、これらをすべて誠実に履行したとき。※ 

□ 一般競争入札及び指名競争入札の参加者と契約を締結する場合、又は随意契約を締結する場合で、契約の相

手方が過去５年間に市と種類及び規模をほぼ同じくする契約を締結し、これを誠実に履行したとき。※ 

□ 電気、ガス若しくは水の供給若しくは電気通信役務の提供を受ける契約、不動産を借りる契約、弁護士等へ

の委任の契約、試験、研究等の委託の契約又は損失補償の契約を締結するとき。 

□ その他、市長が特に必要と認めるとき。 

 

 

 

□ 建設工事の請負契約又は低入札価格調査制度における調査基準価格が設

定された建設工事に係る設計・調査・測量等の業務委託契約である。 

 

 

 

① 契約保証金（現金）を納付（契約の相手方等が振出した小切手を金融機関窓口で現金化しての納付を含む。） 

   → 契約保証金納付書(（規則第３号様式）)を交付し、指定・収納代理金融機関で納付。納付期限は契約予定日以

前。契約保証金領収書の原本と写しを提出させ確認後に原本は返却。契約書に写しと領収済通知書を添付。 

② 有価証券（小切手、国債、地方債、保証手形、定期預金債権）を納付 

   → 第８条記載事項を確認の上、保管有価証券納付書(会計に関する帳票の様式を定める規程第４３号様式)を交

付し、会計課で納付。納付期限は契約予定日以前。保管有価証券預り証の原本と写しを提出させ確認後に原

本は返却。契約書に写しを添付。 

③ 前払金保証事業会社の保証、銀行等の保証、保険会社と履行保証保険契約又は公共工事履行保証契約を締結 

   →前払金保証事業会社の保証：保証証書※2、銀行等の保証：保証書、履行保証保険による保証：保険証券、公

共工事履行保証による保証：保証証券、及び保証書等に付帯される約款等を提出させ、第10条記載事項を確

認の上、保証書等の書類は契約書に添付、又は専用のファイル等に綴り保管。 

 

 

 

 

□ 契約金額の請求と同時に、契約の保証の種類に応じて契約の保証の還付手続きを行う。    

該当しない 

該当する 

契  約  金  額  の  確  認（規則第２８条、要領第６条関係） 

契 約 の 相 手 方 の 契 約 実 績 等（規則第２８条、要領第６条関係） 

契約の保証(契約金額の 10/100 以上※1)の請求、種類の確認（規則第２８条・２９条、要領第７・８・１０条関係） 

契約の保証を必要としない。 

該当する 

契約履行時における契約の保証の還付（規則第３１条、要領第１４条関係） 

該当しない 

いずれかに該当する 

契約の保証を必要としない。 

いずれにも該当しない 

※必要に応じて「契約の保証に関する届出書」を受理 

※1 低入札価格調査追加条件付きの場合は20/100以上 

※2 電子証書による提出が可能(要領第10条第6項) 
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第１号様式（第７条関係） 

契約の保証に関する届出書 

（宛先） 

戸田市長 

 

貴市発注契約の締結にあたり、戸田市契約規則に定める契約の保証について、下記の

とおり届け出ます。 

 

記 
 

公 告 日 等     年  月  日 

件 名  

契約の保証の方法 
（いずれかに○印を付すこと。） 

〔 〕契約保証金の納付 

〔 〕有価証券（小切手等）の納付 

〔 〕銀行等の保証 

〔 〕前払金保証事業会社の保証 

〔 〕免  除 

契約の保証の方法 
を免除とした場合 
はその理由 
（いずれかに○印を付すこと。） 

〔 〕履行保証保険(定額てん補特約付)による保証 

〔 〕公共工事履行保証証券による(金銭的)保証 

〔 〕規則第２８条第３項第３号該当[履行実績]※１ 

〔 〕規則第２８条第３項第４号該当[少額契約]※２ 

〔 〕規則第２８条第３項第４号該当[履行実績]※３ 

〔 〕規則第２８条第３項第４号該当[その他]※４ 

   ※１ 一般競争入札及び指名競争入札による契約で、過去２年間に国又は地方公共団体とこの契

約と種類及び規模をほぼ同じくする契約を２回以上締結し、これらすべてを誠実に履行した実績

があるとき。【要別紙提出】 ただし、建設工事の請負契約、低入札価格調査制度の対象となる建

設工事に係る設計・調査・測量等の業務委託契約（以下、「建設工事等」という）には適用しない。 

   ※２ 契約金額が５００万円（税込）未満の契約で、契約不履行となるおそれがないと認められるとき。 

   ※３ 一般競争入札、指名競争入札又は随意契約による契約で、過去５年間に市と種類及び規模を

ほぼ同じくする契約を締結し、誠実に履行した実績があるとき。随意契約による契約で※１の実績

があるとき。【要別紙提出】 ただし、建設工事等の契約には適用しない。 

※４ 法令に基づき延納が認められる場合で確実な担保が提供されたとき。物品を売り払う契約を締

結する場合で売却代金が即納されるとき。電気・ガス・水道・電気通信役務の供給契約のとき等。 

 

 

 

    年  月  日 

 

                 住   所 

届出者  商   号 

                 代表者氏名              
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別紙 

 

戸田市契約規則第２８条第３項第３号又は４号に該当する履行実績一覧 

 

    年  月  日付で提出しました「契約の保証に関する届出書」における規

則第２８条第３項第３号又は同項第４号に係る履行実績は下記のとおりです。 

 

記 

 

発 注 者 ※１ 件   名 契約締結日 ※２ 種  類 ※３ 契約金額   ※４ 

    円 

    円 

※１ 国又は地方公共団体を対象とし、公社、公団、独立行政法人、地方独立行政法人等は含まない。 

※２ この契約の締結予定日を起点として、過去２年間（市契約の場合は５年間）に存する日付とすること。 

※３ この契約と種類をほぼ同じくする契約とは、工事請負、建設工事に係る設計・調査・測量等業務委

託、施設等維持管理業務委託、その他の業務委託、売買、賃貸借、製造請負、修繕、人材派遣等の

契約の種類が同一のものとする 

※４ この契約と規模をほぼ同じくする契約とは、この契約の契約金額の５０％を下限とし、当該金額を超

えるものとする。 

以上 

 

（注釈） 

戸田市契約規則第２８条第３項第３号又は４号に該当する履行実績のある者として、契約

の保証の免除を申し出る場合は、上記の表に、過去２年間に国又は地方公共団体との間に

おいて、この契約と種類及び規模をほぼ同じくする契約で、誠実に履行した実績（契約の履

行において是正の指示、警告、入札参加停止等の措置を受けていないこと）を有する契約

を２件以上記載すること。なお、戸田市との間の契約の場合は過去５年間に１件以上とする。 

また、必要に応じて対象契約の内容が分かる契約書の写し等を添付すること。 
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第２号様式（第７条関係） 

戸  第    号 

  年  月  日 

 

契約事項決定通知書 

 

  様 

 

所管課長  氏 名  印  

 

下記契約事項について決定しましたので通知します。 

 

記 

 

落 札 日     年  月  日 

件 名  

落 札 者 
所在地： 

商 号： 

代表者職氏名： 

契 約 締 結 日     年  月  日（予定） 

契 約 期 間 始期：    年  月  日 
終期：    年  月  日 

契 約 金 額  金          円(消費税及び地方消費税を含む) 

契 約 の 保 証  契約金額の   分の  以上 

留 意 事 項 

この契約は、市と落札者が契約書に記名押印することに

より確定します。この通知書は、契約の保証に係る事務の

適正化を図るため、保証引受機関への提示を目的に発行す

るものであり、その他の目的に利用できる又は効果を有す

るものではありません。 

※ 随意契約の場合は、この通知書中の「落札」を「決定」と読み替えます。 
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第３号様式（第１２条関係） 

戸  第    号 

  年  月  日 

 

保証契約内容変更承認書 

 

  様 

 

戸田市長  氏 名  印  

 

 

下記保証契約の内容変更について承認します。なお、公共工事履行保証の場合におい

ては、保証期間を短縮するときの保証債務履行の請求期限について、保証期間経過後６

月以上としてください。 

 

記 

 

１ 変更する保証契約の内容 

（１）保証書委託者又は債務者名：  

（２）件名： 

（３）証券番号： 

 

２ 保証契約内容変更の承認事項 

□ 保証金額の減額 

（減額前の保証金額：         円） 

（減額後の保証金額：         円以上） 

□ 保証期間の短縮 

（短縮前の保証期間の終期：    年  月  日） 

（短縮後の保証期間の終期：    年  月  日） 

□その他 

 

３ 提出期限 

    年  月  日 

 

 

 

 

 

〔注〕証券番号については，証券番号がある場合にのみ記載する。 

該当する項目の□を■とし、変更内容を記載する。 

「その他」は、参考とすべき事項がある場合に記載する。 

「提出期限」は、変更保証書等を市に提出する期限を記載する。 
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第４号様式（第１４条関係） 

 

 

受   領   書 

 

 

（宛先） 

戸田市長 

 

 

 

貴市より、下記契約に係る保証書（保証内容変更の関係書類がある場合は、その保証

内容変更に関する書類を含む。）を受領したので、保証を受けた銀行等に返還すること、

及び今後の保証書の滅失、き損等については一切の責任を負うことを確約します。 

 

記 

 

 

件 名  

銀 行 等 名  

保 証 書 番 号  

 

 

 

年  月  日 

 

 

 

                 住   所 

受領者  商   号 

                 代表者氏名            


